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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、株主、取引先、従業員及び地域社会などあらゆる利害関係者からの信頼を得るため、企業としての社会的責任を果たし、企業の価値を
継続して高めることが重要であると認識しております。このためにも経営の適正化を促す牽制メカニズムを導入して経営組織の整備や経営への監
視機能を強化することにより、透明性、公平性、効率性の高い経営を目指してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

本欄に記載すべき事項はありません。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．いわゆる政策保有株式】

　当社の純投資目的以外の投資を行う際の基本方針は、投資対象会社との業務提携、情報共有等を通じて当社の主力事業であるＥＭＳ事業に
おけるシナジー効果が期待されることであります。現時点では社内規程等統一基準は設けませんが、新しく保有する場合には、取締役会におい
て、個々の株式に応じ具体的かつ総合的にその意義を検証する事としております。すでに保有している株式についても、定期的な見直し検証を
行ってまいります。

　なお、政策保有の株式の議決権行使については、議案の内容を精査し、必要に応じて企業との対話を行い、株主価値向上に資するものか否か
を具体的に判断した上で、適切に行使いたします。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社では、取締役、取締役が実質的に支配する法人、及び主要株主と関連当事者間取引を行う場合は、取締役会での審議・決議を要することと
しています。また、当社及び子会社を含む全ての役員に対して、年１回、関連当事者間取引の有無について確認する調査を実施しており、関連当
事者間の取引について管理する体制を構築しております。

【原則３－１．情報開示の充実】

（ⅰ）経営理念は当社ホームページ上で開示しております。経営戦略及び経営計画についても決算説明資料等にてホームページ上で開示しており
ます。

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方と基本方針を当社ホームページ、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書
にて開示しております。

（ⅲ）取締役の報酬等については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、株主総会にて総額の上限額を決めた上で、取締役会の決議に
より決定しております。監査役の報酬については、株主総会にて上限額を決めた上で監査役会規程に基づき、監査役会の協議により決定しており
ます。

（ⅳ）当社の取締役・監査役候補の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討しております。

（ⅴ）新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則４－１①】

　当社では、法令・定款で定められた事項に当社独自の重要事項を加え、取締役会規程に取締役会決議事項、報告事項を明確に定めておりま
す。

　経営陣については、当社の事業領域を「営業本部」「製造本部」「管理本部」に区分し、各本部に最高執行責任者を配置してリポートラインを明確
にするとともに、職務権限規程により決裁権限の範囲を明確に定め、機動的な業務執行を可能とする体制を整備しております。

【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】

　当社は、社外取締役３名のうち２名が独立社外取締役であり、１名は日本を代表する企業経営者の経験に基づき、製造・労務・リスクマネジメント
等広範囲な分野において、高度で専門的な意見・アドバイスを得ており、もう１名は、経済産業省出身の弁護士という立場から、コンプライアンスの
観点での専門的意見・アドバイスを得ております。２名とも、当社経営方針とは距離を置いた独自の視点から、各取締役や監査役、経営陣等と頻
繁に意見交換しており、独立社外取締役としての責務を十分に果たしております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法および東京証券取引所の独立性に関する基準に加え、当社の経営に率直かつ建設
的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しており、今後の候補者につきましても同様の基準で選定していく考えです。基準の開示に
ついては、独立社外取締役の独立性を実質的に担保する必要が生じた場合に検討して参ります。

【補充原則４－１１①】

　当社では、現在９名の取締役が就任しており、迅速な意思決定を継続して推進していく規模として適切と考えております。また、各事業の経営や
課題に精通したメンバーであり、社外取締役を含め、知識・経験・能力やグローバルな視点など、バランスのとれた構成となっております。

今後の取締役の選任に当たっては、選任の基準や考え方を開示することを検討して参ります。

【補充原則４－１１②】

　当社の取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために十分な時間と労力を当社業務に振り向けており、今後も役割・責任を全うするこ



とが可能と考えております。なお、社外取締役３名のうち１名は上場大企業の現役常務役員ですが、兼任取締役としては合理的な範囲であり、当
該取締役も自身の執行を阻害する状況にはありません。

なお、これらの情報は、株主総会参考書類や事業報告で開示しております。

【補充原則４－１１③】

　当社取締役会は、日本有数の大企業経営経験者の会長と、社外取締役３名を擁し、社外意見を積極的に取り込むことで、取締役会としての判
断や会議の運営等、全体の実効性を高めるよう努めており、現状、公正かつ高度で建設的な意見交換が活発になされ、経営に十分に反映されて
おります。このため、現状、取締役会全体の実効性についての分析・評価・開示の予定はありませんが、今後必要が認められれば検討して参りま
す。

【補充原則４－１４②】

　当社では、社外者を含め、取締役および監査役に期待される役割と責務を全うできる者を選任しております。それを踏まえ、内部昇格による新任
役員については、経営者として習得しておくべき法的知識を含めた役割・責務の理解促進を図っております。

　また、社外取締役・社外監査役についても、会社の事業や機能等を理解していく活動を実施しております。

　なお、今後は取締役および監査役のトレーニング方針について開示を検討して参ります。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　当社では、IRを担当する役職者を任命し、担当部署を設置しております。機関投資家に対しては、決算説明会を半期毎に開催しております。その
際、同内容をインターネットを通じ、資料を掲載することでフェア・ディスクロージャーに努めております。対話を通じて把握した意見を適宜集約し、
取締役会で報告し、経営陣および関係部門へフィードバックし、情報の周知・共有を行って参ります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

Ｓ・ウチヤマ・ホールディングス有限会社 3,635,720 21.71

東京センチュリー株式会社 1,721,800 10.28

Ｈ・ウチヤマ・ホールディングス有限会社 1,512,880 9.04

Ｏ・ウチヤマ・ホールディングス有限会社 1,283,680 7.67

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 949,600 5.67

株式会社豊田自動織機 676,280 4.04

ＮＯＫ株式会社 640,000 3.82

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 548,200 3.27

野村信託銀行株式会社（投信口） 457,200 2.73

株式会社商工組合中央金庫 447,200 2.67

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

1.　当社は2018年３月末日時点で自己株式を618,927株保有していますが、上記大株主からは除外しております。

2.　当社は、平成30年３月期末後、以下のとおり大量保有報告書等の写しの送付を受けておりますが、平成30年６月27日現在の実質所有株式数
を完全に確認できないため、上記大株主の状況は、株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。

　　　　東京センチュリー株式会社から平成30 年６月14日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書（変更報告書）により、

　　　　平成30年６月12日時点で725,600 株を処分した旨の報告を受けております。これにより、東京センチュリー株式会社の

　　　　所有株式数は996,200株となり、保有割合は5.20％となっております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上



直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

大年　浩太 他の会社の出身者 ○

桑原　洋 他の会社の出身者 △

大宮　正 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大年　浩太 　 ―――

大年浩太氏を社外取締役に選任した理由は、
大手自動車部品メーカーでの豊富な業務管理
知識・経験に基づき、主に業務執行の決定の
客観性の向上に寄与していただけるものと判
断したためであります。

大年浩太氏は、株式会社豊田自動織機の常務
役員であり、同社グループは当社の特定関係
事業者（主要な取引先）に該当いたします。



桑原　洋 ○ ―――

桑原洋氏は、会社経営者としての豊富な経験
と幅広い見識に基づき、独立した観点から、業
務執行の決定の審議及び業務執行を監督して
いただけるものと判断したためであります。

また、独立役員の要件をみたしており、一般株
主との利益相反のおそれがないと判断したた
め、独立役員に指定しました。

大宮　正 ○

社外取締役大宮正氏は、霞ヶ関総合法律
事務所の弁護士を兼務しております。当
社と同法律事務所との間には資本関係、
重要な取引関係又は特別な利害関係は
ありません。

社外取締役大宮正氏は、公益財団法人
金剛能楽堂財団の理事、公益財団法人
国立京都国際会館の監事、公益財団法
人加越能育英社の理事を兼務しておりま
す。当社と各財団との間には資本関係、
重要な取引関係又は特別な利害関係は
ありません。

大宮正氏は、中央官庁の要職、会社社外取締
役等の経験、及び、弁護士としての知見に基づ
き、独立した観点から、業務執行の決定の審議
及び業務執行を監督していただけるものと判断
したためであります。

また、独立役員の要件をみたしており、一般株
主との利益相反のおそれがないと判断したた
め、独立役員に指定しました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は、会計監査人から、監査計画概要、四半期レビュー経過および年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査
人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査への立会いおよび面談などにより、会計監査人と相互連携をはかっています。

　また、監査役は内部監査室と綿密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努
めております。また、定期的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めるように努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

東野　隆松 その他 ○

中村　　薫 その他 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）



k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

東野　隆松 ○

社外監査役東野隆松氏は、埼玉危機管
理コンサルティング株式会社の代表取締
役であります。当社と同社との間には資本
関係、重要な取引関係又は特別な利害関
係はありません。

東野隆松氏の長年警察行政に携わった豊富な
経験と知識は、経営監視機能の客観性及び中
立性の確保に寄与するものと考えております。
また、独立役員の要件をみたしており、一般株
主との利益相反のおそれがないと判断したた
め、独立役員に指定しました。

中村　　薫 ○

社外監査役中村薫氏は、伊東隆法律事
務所の弁護士を兼務しております。当社と
同法律事務所との間には資本関係、重要
な取引関係又は特別な利害関係はありま
せん。

社外監査役中村薫氏は、応用地質株式
会社の社外取締役、一般財団法人新エネ
ルギー財団の会長を兼務しております。
当社との間には資本関係、重要な取引関
係又は特別な利害関係はありません。

中村薫氏は、中央官庁の要職、会社常勤監査
役、会社取締役社長、社外取締役等の経歴で
培われた経験及び弁護士としての知見は、経
営監視機能の客観性及び中立性の確保に寄
与するものと考えております。また、独立役員
の要件をみたしており、一般株主との利益相反
のおそれがないと判断したため、独立役員に指
定しました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を充たす社外役員全員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　業績向上への意欲と士気を一層高めることを目的として、当社の取締役および執行役員を対象にストックオプションとして新株予約権を付与して
おります。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、その他

該当項目に関する補足説明

　その他付与対象者は、当社執行役員であります。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　総額及び限度額を有価証券報告書にて開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



取締役の報酬等については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、株主総会にて上限額を決めた上で、取締役会の決議により決定し
ております。監査役の報酬については、株主総会にて上限額を決めた上で監査役会規程に基づき、監査役会の協議により決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　取締役及び監査役は、その職務の遂行に必要となる情報について、関連する部門へ情報や資料を求め、情報提供を求められた部門は、要請に
基づく情報や資料を適宜提供しています。

　取締役については、取締役会事務局である経営企画部が中心となり、その支援を行っています。

　監査役を支援する人員を配置していませんが、監査役の職務の必要に応じ、事務面等で内部監査室の人員が連携する体制としています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

内山　茂 顧問
経営全般にかかる助言等及び意
見の表明

非常勤、報酬有 2010/3/31 1年間

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は取締役会を毎月開催することで、経営に係る重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。さらに、会社経営等に
おける豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、取締役会において、適宜意見、質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、
客観的な視点からも、取締役会の意思決定および取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しております。

　迅速な意思決定を実現するため、取締役、監査役をメンバーとして、月々の業務執行状況の報告・確認、取締役会の審議内容およびその他の
経営情報の共有化をはかっております。当社は監査役制度を採用しており、各監査役は取締役会その他重要な会議に出席するとともに取締役な
どから職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて各拠点を往査するなど監査に努めております。また、監査役会を毎月開催し、監査の
方針・計画など重要事項を協議・決定するとともに、各監査役から監査実施状況の報告を受けるなど監査役間の情報の共有化をはかっておりま
す。

　社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督及び監査を的確に実行できるよう、必要に応じ、経営に係る情報提供や事前説
明を行っております。また、常勤監査役が、社内の重要会議に出席することで社内各部門からの十分な情報収集を行い、社外監査役との共有を
随時行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　上記のとおり、経営監督体制が充分に整い、機能しているとの認識から、当社は現状の体制を採用しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定期日よりも極力前倒しして早期発送に努めて参ります。

集中日を回避した株主総会の設定 より多くの株主の皆様が出席できるような日程を設定致します。

電磁的方法による議決権の行使 株主構成を確認した上で、インターネットによる議決権行使の導入を検討してまいります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

同上

招集通知（要約）の英文での提供 海外投資家比率を確認した上で検討してまいります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社のディスクロージャーポリシーにつきましては、当社ホームページにて公
表しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
証券会社と共催の説明会を開催しており、資料もホームページ上で開示してお
ります。今後も積極的に開催して参ります。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算公表後、説明会を開催しており、資料もホームページ上で開示しており
ます。第２四半期決算時についても開催を予定しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 株主構成を確認の上検討して参ります。 なし

IR資料のホームページ掲載 決算説明会で使用した資料等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 担当部署を管理本部広報・IR部に設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社グループは、「ＵＭＣグループＣＳＲ基本方針」を制定し、全てのステークホルダーの皆
様の立場を尊重する方針を規定しております。当社ホームページに、ＣＳＲ基本方針を開
示しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社グループは、「ＵＭＣグループＣＳＲ基本方針」に基づき「ＣＳＲ行動規範」を定め、ＣＳＲ
推進体制を構築し、実行に移しております。

環境保全活動については、地球市民の責務として受け止め、自主的かつ積極的に、地球
温暖化防止、資源の有効活用等、すべての事業遂行過程においてエネルギー効率向上、
省資源・再資源化等に積極的に取り組み、また、環境に配慮した技術革新の推進を行うと
共に、環境保全の継続的な活動に全員参加で取り組んでおります。

加えて、国連のグローバルコンパクトに参加し、その１０原則の精神に基づき、人権、労
働、環境、腐敗防止に配慮した企業経営を目指しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、株主、投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に対して、当社の財政状態・
経営成績等の財務情報や経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財
務情報を提供することに積極的かつ継続的に取り組むことをディクロージャーポリシーとし
て定めています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）取締役は、その業務執行にあたり、取締役会及び各会議体においては、法令、定款及び社内規程に基づき、付議事項を総合的に検討したう
えで意思決定を行います。また、これらの主要会議体への付議事項を定めた規程類等に基づき、適切に付議を行います。

（２）取締役は、その職務の執行にあたり、法令及び定款はもとより、企業理念、企業行動規範、コンプライアンス規程、その他諸規程を整備し、こ
れらを遵守するとともに、社会の倫理規範を遵守し、これを率先垂範して行います。

（３）当社においては、代表取締役社長の任命により、会長がコンプライアンス担当役員となり、各本部の本部長がコンプライアンス統括責任者を
務めるものとし、当社のコンプライアンス体制の整備及びコンプライアンス違反の防止を図るために必要な措置を他の取締役と協働して行います。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（１）取締役は、株主総会、取締役会の議事録と関連資料、その他取締役の職務執行に関する重要な文書を法令及び関係規程に基づき、それぞ
れの担当部署において適切に保存・管理しています。

（２）これらの文書について、取締役、監査役等から業務上の理由により閲覧の申請があった場合には速やかに閲覧できる仕組みを整えていま
す。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）予算管理制度や資産管理制度等により会社の利益・財産を適切に管理するとともに、職務権限規程に基づく稟議制度等により所定の権限及
び責任に基づいて業務及び予算の執行を行います。重要案件については、取締役会や各会議体への付議基準を定めた規程に基づき適切に付
議を行います。

（２）当社は、企業活動の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに対処するため、リスク管理を実施します。代表取締役社長の任命により製造本部本
部長はグループリスク管理統括責任者を務めるものとし、リスク管理規程等に基づきリスクの回避及び極小化を他の取締役と協働して行います。

（３）経営に重大な影響を及ぼす緊急事態が発生した場合、代表取締役社長以下、取締役はリスク管理規程等に基づき、被害を最小限に止めると
ともに、事業の継続性確保及び早期復旧に向けた対応を図ります。

４．取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）取締役会は、業務執行を担当する取締役・執行役員の業務分掌に基づき、当該取締役・執行役員に業務の執行を行わせます。

（２）上記取締役・執行役員は、業務執行を委任された事項について、現場からの的確な情報収集に努め、諸規程に定める手続き等に基づき、必
要な決定と業務執行を行います。

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）当社は使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、企業理念、企業行動規範、コンプライアンス規程、その他諸規
程を整備し、それらの遵守を徹底する体制を構築いたします。

（２）取締役及び執行役員は、当社使用人へのコンプライアンス教育を行います。

（３）使用人は、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、コンプライアンス責任者等を通じてグループコンプライア
ンス統括責任者に報告し、グループコンプライアンス統括責任者は、事故対策委員会等を招集の上、協議を行い、最終的な措置については代表
取締役社長の決裁を得て実施いたします。

（４）代表取締役社長は、内部監査室を直轄いたします。内部監査室は、代表取締役社長の指示に基づき、業務執行状況の内部監査を行いま
す。

６．当該株式会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当グループは積極的な海外展開を図っておりますが、顧客からの多様な要望に迅速に対応するため、地域制ではなく、本部制を採用しておりま
す。企業集団での業務執行の決定および業務の執行の適正を確保するため、親会社の取締役・監査役および執行役員を子会社の役員に選任し
ており、「UMCグループ管理規程」を制定しております。

（１）子会社の取締役は、「UMCグループ管理規程」において定められている報告事項を、定期・不定期に親会社に報告する責任を負っています。

（２）子会社の取締役は、親会社が定めるリスク管理の規程に基づいてリスク管理を実施し、「UMCグループ管理規程」にしたがって親会社に報告
を行う責任を負っています。

（３）「UMCグループ管理規程」に基づき、親会社管理本部が子会社に関連する業務を担当するとともに、内部監査室が、当社グループ内における
内部監査を実施し子会社の業務が効率的に行われていることを確保します。

（４）当社は、単体としての業務執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加え、当社グループの企業集団としての業務の適
正と効率性を確保するために必要なグループとしての規範を遵守していきます。

（５）内部監査室は、監査役会との緊密な連携を構築することにより、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を実効的か
つ適正に行います。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合における当該使用人に関する事項

（１）監査役が業務を補助すべき使用人を置くことが必要と判断し、これを求めた場合、監査役付を置くことができます。当該監査役付は、当社業務
を熟知し、計数的な知見を有する使用人といたします。

（２）監査役付は、監査役の指揮命令に従い、その業務を行います。

８．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

（１）前号の監査役付の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等、人事権にかかわる事項の決定には、常勤監査役の事前同意を得ま
す。

（２）監査役付の人事考課は、常勤監査役が行います。

９．取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

（１）業務執行を担当する取締役及び執行役員は、取締役会等の主要な会議体において、随時その担当する業務の執行状況の報告を行います。

（２）業務執行を担当する取締役、執行役員及び使用人は、(1)会社の信用を大きく低下させた、又はそのおそれのあるもの、(2)会社の業績に大き
な悪影響を与えた、又はそのおそれのあるもの、(3)社内外に、環境、安全、衛生面で重大な被害を与えた、あるいはそのおそれのあるもの、(4)重
大な企業行動規範への違反、等につき、発見次第速やかに監査役に対して報告を行います。取締役・執行役員及び使用人は、監査役からの求
めに応じ、定期的及び随時に監査役に業務の執行状況の報告を行います。

（３）監査役への情報提供者に対し、情報提供を行ったことを理由として、当該情報提供者に対する不当な扱いをすることを禁止しています。



（４）監査役がその業務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは速やかに当該費用について処理しています。

１０．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

主要会議体には監査役の出席を求めるとともに、監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、重要書類の閲覧、会計監査人との定期的
及び随時の情報交換を行い、また自らの判断で、外部アドバイザーを活用することができます。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」を定め、当社グループの全ての役員、従業員が反社会的勢力との絶縁が極めて重要にしてかつ永
遠のテーマであることを理解すべく、研修等をおこなうことを検討しております。反社会的勢力との接触を確認した場合には、速やかに所属上長、
人事総務部総務課を通じて社長へ報告することとしております。状況に応じて警察とも連携のできる体制が構築されており、あわせて法的手段に
訴えていくことが有効であると思われる場合には顧問弁護士との連携が可能な体制を整備しております。社内体制としては、反社会的勢力に関す
る業務を所管する部署は人事総務部総務課とし、実務上の業務マニュアルとして、反社会的勢力対応マニュアルを整備しております。当社取引先
は上場会社とその関係会社がほとんどではあるものの、新規取引時、継続的取引先については、反社会的勢力調査マニュアルに則り、インター
ネット興信所情報や各種情報等、また帝国データバンク等の調査会社に調査を依頼して取引先の財務状況、事業内容、属性を確認するよう努め
ております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

適時開示体制の整備及び運用状況について

（１）適時開示体制の整備に向けた取り組み

　当社は、会社の重要事項を適切かつ速やかに開示することを通して、経営の公正性、透明性を向上させ、上場を目指す企業としての責務を果た
し、企業価値向上を図ることを情報開示の基本方針としています。この方針のもと、会社情報の適切かつ速やかな開示のための体制や、コンプラ
イアンス、情報管理、リスク管理、内部通報制度等の各種規程類を整備し、各拠点からの情報収集体制も構築しております。

　また、適時開示体制等の整備及び運用方針については、各拠点の情報取扱責任者(拠点長)を定めた上で、本社の情報開示担当部署が決定事
実及び発生事実を取り纏め、代表取締役社長及び取締役会の承認を得た後に速やかに開示する体制を構築しております。

（２）適時開示担当組織の状況

担当部署名　　　　　　広報・IR部

情報開示担当役員　 取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長　岡本　圭三

（３）適時開示手続き

（a）決定事実に関する情報

　情報開示担当役員は、取締役会(毎月１回及び必要に応じ随時開催)の付議事項を予め入手するとともに当該会議終了後遅滞なくその議事録を
入手して、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討し、該当があれば、取締役会の承認を得た後、直ちに開示資料を作成し開示します。

（b）発生事実に関する情報

　該当事実が発生した場合は、各業務の部門長は情報開示担当役員に報告します。情報開示担当役員は必要な情報を収集し事実関係を把握、
関係部門と協議の上で公表の必要性について判断し、公表の必要があれば代表取締役社長の承認を得て、速やかに公表いたします。

（c）決算に関する情報

　経理部を中心として、決算開示資料(決算短信、四半期決算短信)の原案を作成し、取締役会の承認を得た後、直ちに資料を開示します。

（d）企業集団に係る適時開示手続き

　子会社における重要な意思決定は当社の事前承認を得た後に行うこととしております。子会社における決定事実は、子会社の意思決定後、当
社の決定事実と同様の手続きで開示します。

　子会社で発生した重要事実は、各子会社を管掌する部門長を通じ、当社の発生事実と同様の手続きで開示します。




